
- 1 - 
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                     場 所  議会第１委員会室 

１ 開会 

２ 委員長挨拶 

３ 日程協議 

４ 審査事項 

（１）令和６年１月26日付審査付託について 

５ その他 

６ 閉会 

─────────────────────────────── 

出席委員（５名） 

浅 田 郁 雄        藤 原 正 伸 

尾 﨑 里 美        西 本 英 輔 

嵯峨山   博         

─────────────────────────────── 

欠席委員（１名） 

関   綾 乃 

─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 ――――― 宮 元 広 司君  議会事務局次長 ――――― 榧 谷 進 一君 

─────────────────────────────── 

午前９時00分開会 

○委員長（浅田 郁雄君） おはようございます。 

これから第５回朝来市議会政治倫理審査会を開会します。 

初めに、審査会の日程についてお諮りします。 

日程については、本日１日限りにしたいと思います。御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） 異議なしと認めます。 

朝来市議会政治倫理審査会については、本日１日限りとすることに決定しました。 

それでは、ただいまから、令和６年１月26日付審査付託について審査を行います。 

本日、関議員におかれましては、体調不良のためお休みをされております。そのことを申し伝え
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ておきます。 

前回２月22日の審査会に関する内容の確認を行い、審査会として取りまとめていきたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。 

前回の振り返りをお願いいたします。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 失礼します。 

毎回、前回の会議の振り返りをさせてもらってます。今回、前回第４回の整理ということにつき

ましては、お手元に議事録が出ておりまして、各委員さんの既に意見交換に入っておりますので、

おおむね議事録に頼るような報告になりますけれども、まとめさせていただきます。 

前回は、まず第３回の内容について振り返りを行いまして、委員の皆さんの確認を得ました。以

後の協議につきまして、随意契約という概念とそれからフロー図の取扱いに係る関係で、市の関係

者の再度の聴取を求める意見が出ました。一方で、これまでの聴取によりまして、判断に必要な情

報は得られているとする意見も出ておりまして、この取扱いについては相反する意見が出されてお

りました。随意契約がどこから始まるかに最大の関心がございましたので、まずは先ほどのこれま

で必要な情報は得られているというところに従いまして、その資料を整理したもの、一つは、内閣

府の資料の内容につきまして確認をいたしました。それから、随意契約とそれから学校給食セン

ターの食材調達につきまして、会議録に基づき整理をさせていただきました。簡単な対照表のよう

なもので、委員の共通理解を図ったところでございます。契約の存否に係る議論については、その

ように前回も進めてまいりましたが、一方の介入行為の存否については、議論は未了の状態でござ

います。12月８日がどういう会議であったのかという事実の確認、それから、議員がその場にいて

介入したのかどうかという事実の確認、これを調査するのは我々の役目であるから、それに必要な

論点として、疑問があって議事録を読んでも確認できないことがあれば当局を呼ぶ。議事録を読ん

で解決できる部分については、呼ぶ必要はない。そういうことを今後の事実認定を行っていく中で

確認すればいいという意見が出まして、おおむねその方向で議論を進めるという形になったと思い

ます。 

事実認定を始めるきっかけとしまして、12月８日の会議の様子につきまして、意見が述べられま

したところ、その後、個々の委員が一通りの意見の開陳と意見交換ということになっております。

この内容につきましては、出ております会議録の21ページ以下。ちょっと膨大な量になりますので、

なおかつ、意見が表明されてますので御意見をここでまとめるということはしませんけれども、御

確認いただければと思います。 

それから、一部、理事と給食センター長の説明に矛盾があるという指摘がございまして、これに

つきましては前提の問題に関する部分でありますので、御意見をいただいて討議に進ませていただ

いております。 

今後は、それ以外の部分につきましても、評議の材料を準備して進めることになっております。 

フロー図の関係につきましては、その証明の目的を明らかにしていただきたいということを申し
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上げておりましたが、ちょっと今回御欠席ですのでその辺の回答が得られませんので、この部分に

ついては留保させていただくしかないかなということになりますので、申し訳ありませんが、これ

は委員長にお諮りするようですが、本日は結論まではなかなか難しいかなと思いますが、できるだ

け事実確認を進めていただければというふうに考えます。 

以上でございます。 

○委員長（浅田 郁雄君） それでは、前回２月22日の確認等をまたしていきたいと思うわけですけ

れども、それまでの１回から３回までの調査を基に評議事項を整理してまいりましたので、それを

順次行っていきたいと思います。 

まず第一に、審査の全体となる起訴事実についてですが、議員倫理条例第３条第１項第３号です。

この問題については、モニターを。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） ３条１項３号を読み上げます。 

市が行う請負契約及び委託契約並びに一般物品納入契約に関し、特定業者の推薦、紹介、介入を

しないこと。 

以上でございます。あとはお手元で。 

○委員長（浅田 郁雄君） 本号の規定は、市が行う契約に関し、特定の業者に対し有利または不利

な扱いをするような行為を禁止するものである。また、本号適用の要件は、構成要件１、契約の場

面であること、構成要件２、働きかけが存在すること。これら２つの要件に該当する事実が認めら

れる場合に、本号が適用できる。 

次に、事実確認の過程で、拡張解釈や類推解釈をしてはならない。 

以上のこの３つのことについて、意見・質問等はありませんか。ありましたら、挙手をお願いい

たします。 

ありませんか。 

これらについて御異議はないようでございます。 

次に２として、財務規則第５節「随意契約」第102条です。これもモニターのほうにお願いいた

します。 

よろしくお願いいたします。 

○副委員長（藤原 正伸君） 102条です。契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらか

じめ予定価格を定めなければならない。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） これは２月９日の会議録からの分でございます。 

これについて何か御質問等ありませんか。 

ないようでしたら次に行きたいと思います。 

よろしいですか。 

副委員長。 
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○副委員長（藤原 正伸君） 読み上げます。 

随意契約は、予定価格の作成をしたところから始まる。随意契約による調達の一連の手続は、予

定価格の作成、見積書依頼、契約相手の決定、契約の締結、契約の履行で構成される。会議録及び

国・地方公共団体における契約等に関する関係法令の概要に基づき。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） このことについても、意見・質問等がありましたら挙手をお願いします。 

これらについて御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） 次に３番目として、学校給食センターが行う調達の手続について。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 学校給食センター条例施行規則を読み上げます。 

第12条、物資の調達。給食物資の調達については、入札または見積り合わせによる購入を原則と

する。ただし、特別な物資についてはこの限りでない。 

第14条、購入の手続。物資の購入に当たっては、登録業者に対して需要表を提示し、見積書を提

出させ、最低見積者との協議を経て納入者を決定し、発注するものとする。 

第15条、検証及び代金の支払い。 

第１項、納品に当たっては、厳正に検証を行い、不適格品があった場合は、直ちに取り替えを求

めるものとする。 

第２項、物資代金の支払いは、所定の手続を経て、指定金融機関を通じて支払うものとする。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 学校給食センターの野菜等の調達の一連の手続は、献立作成（必要

な食材の種類・量が確定）、見積書依頼（登録業者）、予定価格の作成（登録生産者）、発注、納

入（支払い）で構成される。これは、あくまで議事録からの分でございます。 

また、登録生産者には見積書依頼をせず、登録業者の見積り合わせにより決定した予定価格での

納入を求めている。これも議事録でございます。 

以上２つについて、このことについては意見・質問があれば挙手をお願いいたします。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 少し議論になったところですので、補足の説明をさせていただきます。 

先ほどの12条に戻れますでしょうか。12条で、見積り合わせによる購入を原則とすると規定をさ

れておりまして、ただし書きで、特別な物資についてはこの限りでないということになっておりま

す。解釈上、今までは給食食材における野菜等の調達につきましては、この特別な物資に該当する

ということで進められてきましたが、過日の一般質問等におきましても、不明慮であるという指摘

がなされておりまして、せんだっての会議の中でも申し上げましたとおり、当局のほうとしては、

この改定の手続に入っているというところでございます。今はまだ出来上がってはいないんですけ

れども、これまでの取扱いと同様に、給食物資について特別な物資として取扱いができるように明
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示をするという方向で手続を進められているようでございます。 

したがいまして、14条で要求しているその見積書の提出、これについては、給食物資については

不要とする取扱いになるということでございます。もちろん、現在も不要でございますけれども、

その不要とする取扱いを明確にするということでございます。 

15条は、納品と支払いに関する部分で、契約の終了の部分ということで、学校給食センター条例

に規定されている給食センターが行う調達の契約手続は、この12条、14条、15条という形で手続さ

れるということでございます。 

したがいまして、今の施行規則に基づきますと、学校給食センターの野菜等調達の一連の手続は、

献立作成というのはこれは条文にはないですけれども、担当課聴取で明らかになってますように、

当然、必要な食材の種類・量を確定しなきゃいけないですから、まずそれがありまして、その次の

見積書依頼、これは登録事業者ですね。登録業者への見積り依頼をすると。次が予定価格作成、こ

れは登録生産者、一般農家さんですね。これに対する予定価格の作成の手続がある。そして、その

後に発注し、納品、支払いという手続で構成されますと、こういうことでございます。 

後から出てくるんですけれども、この登録事業者とそれから登録生産者という、２つの種類のこ

の契約の相手方の範疇があるわけでございます。事業者、要するに商売として企業としてやられて

いるという方ですね。地産地消の話ですると、85％ぐらいはそちらのほうに発注されているのが現

状ということのようですけれども。業者さんにつきましては通常の競争関係と、あと低価格での物

品の購入という、市の行政のほうに求められている要請を満たすために見積りを取りまして、先ほ

どありましたとおり、見積りの低い方との協議でもって契約に向かっていくという経路があります

が、一般農家さん、登録生産者につきましては、もともと見積書の提示は求めておらず、ただ、公

正を期すために、登録業者の見積り依頼によって決まりました価格、それをもって予定価格とする

という取扱いになっているということでございました。それが２番目でございます。この件に関し

て判明した事実は、以上のようなことになっていると思います。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 今、説明をいただきましたが、何か御質問等ございましたら。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） 異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） では、次に食材納入業者の登録制度について。学校給食センター条例施

行規則第13条、モニターでお願いします。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） では、読み上げます。 

食材納入業者の登録制度でございます。学校給食センター条例施行規則第13条に業者の登録の規

定がございます。給食用物資の納入を希望する業者は、確実に納品できる物品を部門ごとに登録す

る。以下、省略をいたします。 
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学校給食センターに野菜等食材を納入するためには、あらかじめ業者登録、生産者登録が必要で

ある。今ちょっと先に説明しましたが、２種類あるということでございまして、このどちらものが

現在この14条の規定に基づいてされているということでございます。登録は納入を約束するもので

はなく契約ではない。登録後、必要に応じて正式に発注をかけて契約をします。こういう話でござ

いました。 

それから、生産者登録について、市はホームページに「学校給食に地元産の野菜等の味わいを」

「野菜等の市内生産者募集」の広告を掲載し、給食用野菜等の納入が可能な生産者を募集しており

ます。 

以上でございます。 

○副委員長（藤原 正伸君） このことについて質問等ありましたら。 

ないですか。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 今、順に、特にこの後の順次聴取によって確認した事実を判断する際

に明らかになりました随意契約の概念、それから、学校給食センターにおける調達事務の中身とい

うのが物差しとなってくるということでございますので、この会議で御了解いただいたということ

は、これを基準に使って事実関係を進めるということになりますので、御了承をお願いいたします。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 質疑はないようですので、次に、聴取によって確認した事項についてい

きたいと思います。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） では、読み上げます。 

令和４年12月８日の会議についてでございます。会議の開催は、よふどの恵の依頼によるもので

あった。会議の開催について、藤本議員のからの依頼はなかった。会議の目的は、よふどの恵が学

校給食の地産地消推進への協力を検討するため、学校給食センターが求める野菜の種類、規格、量

等の情報を求め、学校給食センター及び農林振興課が情報提供することであった。会議では、給食

における地産地消の推進に係る地元産野菜等の供給について協議されている。農林振興課会議記録

及び学校給食センター議事録。会議では、ホームページ掲載の資料が使われた。会議の時点で予定

価格は存在せず、会議で予定価格を決めていない。会議後現在まで、生産者登録等の具体的進展は

ない。会議に参加した関係者は、当該会議は契約行為ではなく、地元野菜の学校給食への提供に関

する、いわゆる説明会であったとの認識で一致している。 

以上でございます。 

○委員長（浅田 郁雄君） このことについて、また意見・質問がありましたら挙手お願いします。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 事実の確認ですので、漏れとかそれから表記の間違い、表現の間違い

とかをこの場でどんどん指摘していただきたいと思います。重要な事項が漏れてましたら、その指
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摘もお願いいたします。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） 漏れとかそういうあれではないのかもしれないんですけども。今回の政倫

審、２回目のこの部分で聞き取りしていく中で、直接は関係ないのかもしれませんけど、フロー図

の話がありました。そのフロー図が、当初のフロー図、撤回されたフロー図のものの契約、１社だ

けの契約ではなくて、今回の12月８日の部分というのは、これまである既存の生産登録者、個々の

部分と同じ扱いの部分であったという意味合いのことは、確認しといたほうがいいのかなとは思い

ます。 

○委員長（浅田 郁雄君） はい。 

○副委員長（藤原 正伸君） ご指摘のとおり、フロー図に関する質疑とそれに対する答弁で、今申

されましたような内容での答弁をいただいております。これについては、今そこに一緒に掲載して

ないのは、そのフロー図のその確認された事実が、要は冒頭に出てきました今回の政倫審の目的で

すね。３条１項３号の２つの構成要件に、問題となってる事実が該当するかどうかの判断に、必要

か必要でないかというところについて、結論が出てないという部分がございまして載せておりませ

ん。前回その部分の説明を求めておりまして、今日、回答がいただけない状況ですので、もしそれ

が必要であると、この審議会の中の協議で皆さんそういう御意見になりましたら、それを加えて協

議をしていくという段取りになろうかと思いますけれども。今のところ、その回答が得られないと。 

西本委員としては、どういうそのつながり、もしお考えがありましたらお聞かせいただきたいと

思うんですけれども。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） フロー図の部分ですね。そのフロー図の部分というのが、つながりといい

ますか、私前回も意見というかで申しましたが、やはり１社だけが中間業者で登録されるものとい

う、もともとそういったものであったんだろうなというのもあったんですが、今回聞き取りの中で

そうではなくて、それぞれの個々の登録業者、登録農家と同じような扱いという部分の説明があっ

たので、その部分は実際どうであったのかというところ。これが１社だけのことであるのならば、

それは個別というか１社だけの決め打ちになってしまうので問題なんであろうけれども、そうでは

ないという説明ですよね。今回、当局、給食センターも含め。という部分を確認はやっぱりはっき

りしといたほうが分かりやすいというか、ではないかなと思います。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 間違ってたら御指摘を願いたいんですけれども。そうしますと、フ

ロー図によりまして、先ほど、給食センター野菜等の調達の一連の手続ということで、これが一般

物品納入契約ということになるんですけれども、その範疇のことではなくて、その後に扱いました

食材納入業者の登録制度に関わる部分ということになるんでしょうか。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） 農林のほうが、過去に産建等々で提出されてて取り下げられた部分という
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のが、本当に１社が取りまとめて納入するというふうなフロー図であったかなと思います。そうで

はなくて、今回のこの12月８日の部分というのは、登録農家と同じ扱いであると。委託分であった

のでということです。そっちでやれば何ら問題もないであろうと思います。当然、契約の部分では

ありませんしね。ただ、その１社だけの部分をしようとしていたのであれば、ちょっと話は変わっ

てくるんだろう。ただ、そうではないという確認は僕は取れているのかなというふうな認識ではお

るんですが。そこの部分がそれぞれ考え方があるので、まだ結論が出てという。今後また聞き取り

が必要であるというのであれば、きちんと聞き取りをするべきだと思いますし。今回の書いてある

部分というのが、これはあれですか。ここでもう事実だと確定した部分を書かれているという認識

でいいんですか。それとも、聞き取り等々で発言されたという確認のことなのか。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 先ほど来、内容を提示しまして、皆さんの御意見を求めておりますの

で、これは今までの聞き取りから分かった事柄です。それを事実と認定するかどうかは、この審査

会の仕事ですので。それで、委員長が先ほどから最終的に異議ないかということを聞いてますので、

御異議がなければ、この内容が要するに会議の内容がこうであったというこの事実を、この審査会

として認めるということになっていくと思います。ですので、そういう意味合いです。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） あと、重ねてになるんですけれども。先ほどやっぱり登録業者と同じ

扱いということをおっしゃいましたので、やはりそのフロー図に関しては、登録手続のところでの

登録制度に係る部分でのお話かなというふうに今は理解してるんですけれども、再度いかがでしょ

うか。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） いや、僕が言っているのは、フロー図のやつで取り下げられた部分、取り

下げられる前の部分というか、取り下げたやつ自体は、登録農家の同列の扱いではないように私に

は見えてたんです。その部分の話であれば異議は生じるであろうと、当然、思う部分はあるんです

けれども、今回の政倫審で聞き取りをしていく中では、前の取り下げられた部分の話ではなくて、

それぞれの登録農家さんと同じ扱い、だから１社ではなくて複数の登録のことであろうと思います

ので、またものが違うんだろうなというふうな認識でおるんです。 

○委員長（浅田 郁雄君） 嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） 恐らく、この団体は生産してるわけじゃなくて、生産されたものを集めて

納めるという説明もあったと思うんですよ。だから、フロー図で見ると、西本委員がちょっと言わ

れてるのは、生産された方が登録して納められるのと、作った野菜を集めてそれを納めるというの

で、フロー図の違いがあったんかなという私は理解をしておって、西本委員が審査会で質問されて

確認されたんですけれども、生産されて納入される方も、生産したものを集めて納入される人も、

同じ登録の扱いですよというのは確認できたということですよね。そういうことをおっしゃってる

のかなと思いますけど。 
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○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） それで、再度確認なんですけども、今の議論が問題になる場面という

のは、先ほどの４番目の食材納入業者の登録制度に係る部分と理解をさせてもらったんですけれど

も、それでよろしいのかということなんですけれども。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） 副委員長がおっしゃられているのは、登録の部分なのか、それとも登録し

てからの契約の部分なのかということを問われてるということでよろしいですか。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） はい、そうです。 

私が理解する限り、先ほどから登録上の扱いのことをおっしゃってますので、この登録制度に係

る資料として、フロー図を検討されてるのかなというふうに考えました。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） 当然、給食センターの納入に関しては、いずれにせよ登録しなければいけ

ないわけですよね。ですので、トータルで考えれば、当然、登録しなければいけないんだから、登

録に関する内容を12月のこの会議ではあったであろうし、これは推測になってしまいますけどね。

それがでも納入のシステムを理解するためには必要なことであろうと思いますし、どんなものが必

要なのかというのも当然説明はあるとは思います。そこはここに書いてあるとおりあったんでしょ

うし。なので、さっきのこのフロー図というのは登録の話ではありますけども、結果としては納入

の話になるのかなと思いますけど。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 結果として納入の話になるという、その点は、物事の順序としてそう

なるというふうに私も理解はします。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） このフロー図に関しては、まだちょっとそれぞれ意見があるようでござ

いますので、このことについては農林または給食センターのほうに、確認を取る必要があるのでは

ないかなとは思うんですけれども、皆さんどうでしょう。 

嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） 先ほど、皆さんに確認したとおり、このフロー図は特に関係ない問題かな

と思うんですけどね。要は、我々は、説明会であったのか、それが契約の場であったのか、その事

実確認をずっとしてきて、さらには、議員の介入があったのか紹介があったのかというような事実

確認をしましょうというスタートで来たのかなと思っておりますので、このフロー図に関して問題

があるとするならば、改めて、その件についての審査会なりを立ち上げて、調査していく必要があ

るんじゃない。何かここで言う論点といいますか、何かずれてるような気がしますし、前回の審査

会では、今日、関委員欠席ですけれども、将来的にその中間業者が契約してたかもしれませんよね。

だから、そういうことに関して、議員が出席したらだめでしょと。それが倫理に関わりますよねと
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いうようなこともおっしゃってましたので、その点についてはここの議論とはまた違うんではない

かなというふうに私は思っております。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 先ほど確認していただきましたとおり、学校給食センターが行う調達

の手続が、今回問題になっている３条１項３号にいう一般物品導入契約ということになるわけで、

それを規制しているのが学校給食センター条例施行規則の12条、14条、15条なんですね。ここに書

いてある部分が、調達の契約手続ということになります。一方、食材納入業者の登録制度というの

は、今言いました条文の中にはなくて、13条という別の条文がございまして、これ12条から15条ま

での契約の手続の中には書いてあるんですけれども、これ自体は契約の手続ではないんですね。で

すので、条文の場所としては、ちょっと違和感のある置き方にはなっておるんですけれども、いず

れにしても、この13条は別立てでございまして、登録の手続とそれから契約の手続は、厳然と区別

する必要があるだろうなというふうには思います。それが私の意見です。 

○委員長（浅田 郁雄君） ほかにございますか。 

尾﨑委員。 

○委員（尾﨑 里美君） 先ほどから、またフロー図のお話が出てくるんですけども。私、再三申し

上げてますけども、一番最初のフロー図は、行政のほうが正式に取り下げられて、産建委員会でも

それが承認されているので、ない資料だと思うんです。そのない資料で意見交換や討論はできない

と思います。 

○委員長（浅田 郁雄君） ほかにございますか。 

一番フロー図のことを言うておられたのが、今日欠席されてる関さんなんで、ちょっとここでど

うこうという、裁判的に決着つけろというわけにはいかないとも思うんですけれども。この件につ

いてどうしましょう。それぞれ。 

嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） 前回の審査会の中で、関委員が「フロー図を取り下げられたとはいえ、一

旦その場に出されたという事実は事実だ」というようなことをおっしゃってたんではなかったで

しょうか。会議録を見ていただいたら、そのようになってます。私もそのフロー図についてちょっ

と確認させていただいたんですけれども、今も産業建設常任委員会の委員には、取り下げたフロー

図ということで資料がありますので、これはその取扱い云々については、また別の問題かなと思い

ますけども、一旦、関委員が事実は事実だとおっしゃってるんで、そのことについて、今日お休み

ですけども、議論が必要なんであればしていただく必要はあるんだろうとは思いますけども。先ほ

ど申しましたように、この審査会で与えられてる論点とはちょっと違うので、もし、それが問題で

あるというふうになるんであれば、また別の審査会なり何なりを立ち上げて、調査していただけれ

ばと思いますけども。このフロー図の事実としては、聞き取りからは、当局からは勇み足で出して

しまったと。委員会のほうから、取り下げしてくださいというようなことであったので、その資料
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を取り下げたというようなことをおっしゃってました。それが事実かなというふうに思っておりま

す。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） ほかに。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 今回の審査の目的との関係というお話が今出ましたんで、委員がい

らっしゃれば直接お聞きすればいいんですけれども、この会議録に載っております主張を見させて

いただくと、フロー図に関しまして、「このフロー図で中間事業者とされているポジションにあま

た考えられる団体があるにもかかわらず、対象議員が知らず知らずとはいえ、しっかりと活動して

いる対象団体のＰＲを重ねてしまったことで、当局の記憶にとどまることになり、不運にも特定の

団体を推薦、介入、紹介した形で倫理条例に抵触している」というふうに主張になっておりますの

で、今、嵯峨山委員がおっしゃいました、この審査会の審査の対象目的に、これあえてつなげると

すれば、今、最後に出てます特定団体の推薦、介入、紹介行為があるというところかなということ

なんですけれども。内容は、このフロー図は、藤本議員がよふどの恵のＰＲを頻繁にしたことで、

よふどの恵という名前が農林振興課の職員に記憶されたと、そういうことを示しているということ

になるかと思うので。そのことがこの特定団体の推薦、介入、紹介に当たり、倫理基準に抵触する

と、ぎりぎり読んでそういう形に私は読みます。 

ただ、そうなりますと、それは個人的主観的な推測の域を出ないもので、因果関係についての合

理的説明には程遠いんじゃないかなというふうに考えます。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） ほかに。 

今、フロー図については関係ないものというような意見もありましたし、今日一番発言するだろ

うと思われてた関委員が今日欠席ですので、なかなかこの関委員以外のところで判断するというの

は、ちょっと関さんには失礼かなとは思うんですけども。その点を考えたら、もう一度、関さんが

出席してる体調のいいときに発言をしていただいて、このフロー図についてどう考えるかというこ

とを。ちょっとやっぱり、関連性があるとかないとかではなくて、審査会ですので、何かにつけて

ちょっとでも関連があると思うことであれば、それぞれ皆さん意見を出しとるわけですので。やは

り、それは尊重していくべきではないかなと僕は思いますけど。黒白はっきりするわけでもないで

すけどね。その部分で。まあ、本人がいないところで決着が着きましたというのも、ちょっと難儀

かなと思うので。この件についてはどうです。関さんがきちっと体調よくなって出席されて、その

人の意見もありましょうし。皆さんどうでしょう。 

嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） 恐らく、このフロー図のなぜこの特定団体を入れたんだというようなこと

を当局に聞いてるはずなんですけどね。質問されてそれに対しての答弁もされてると思いますよ。

ちょっとそのところが会議録を見ないと分からないんですけども。その間ちょっと暫時休憩取って
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いただいていいですか。 

○委員長（浅田 郁雄君） 暫時休憩します。 

午前９時 49分休憩 

─────────────────────────────── 

午前 10時 02分再開 

○委員長（浅田 郁雄君） 休憩前に引き続き審査会を再開します。 

暫時休憩中に、フロー図のことについてお伺いをいたしたんですけれども、ページ数として、２

月16日の23ページのフロー図の部分で、関委員が、フロー図の最初のところの図でお名前が入って

おりましたというところの疑問もあるんですが、全然何もないところからそんな名前が入ったりす

ることはおかしいということで、自治協さんにということの団体として、するのであったんであろ

うけども、あくまで何らかの最初から名前が挙がっておられるというのは、全然何にもそういう情

報等がなかったということではないということで、あくまで、よふどの恵さんのインパクトが強く

て、そういう名前を挙げたのではないかということ。また、複数いろいろあったんですけれども、

そのことがよふどの恵さんに対しての一つの名前を挙げてしまったという、そこの説明について、

農林の平松課長が、「あくまでも、私どもの知っている情報を基に動いてございますので、どこの

団体から圧力とかお声がけがあったとか、情報提供があったわけではなくて、我々が知っている範

囲での動きということで、よふどの恵さんにもアタックしますし、ＪＡさんのほうにもアタックさ

れた経緯も存じてますしというようなことで、自治協のほうにも、私のほうが出向いたことも、ほ

かの自治協ですね、まあございますので、そういう情報はございませんでした。私のほうからのア

プローチではございます。」ということでした。 

このことについて何かそれぞれ質問がありましたら挙手をお願いします。 

これは、さっき言われた西本さんのあれとはまた違うんですか。関さんの質問と西本さんの質問

というのはそれぞれ違うんですね。 

西本委員。 

○委員（西本 英輔君） この関委員の質疑の部分に関しては、私が言っていたものとはちょっと違

うのかなとは思います。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） むしろ、私が先ほど申し上げましたとおり、あえて本審査会の目的に

つなげるとすれば、特定業者の推薦、紹介、介入の証拠ではないかということに対しまして、そう

いうものではなく、担当課のほうで作成したものであると。働きかけはないと、こういう答弁をさ

れているというふうに受け取れるかと思います。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 嵯峨山委員、どう思われますか。 

○委員（嵯峨山 博君） 今、副委員長がおっしゃったとおりだと思います。 

要は、関委員はそこを問題にされているのではなくて、こういうフロー図が出たことによって疑
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いを持たれることになった発端の資料やということで、その後、述べられてますので、このフロー

図についてどうのこうのというようなことではないようにも思うんですけれども。そういうように

思っております。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） そこに関しましても、再三、委員長がおっしゃられてますけども、本日、

関委員が欠席されておられますので、真意はあくまでも関委員から伺わないと、我々が今話してい

るのも関委員が何を聞きたいのかというのは推測でしかないので、やはり来られたときにはっきり

と述べていただいたほうが、我々も理解しやすいんじゃないかなと思いますが。 

○委員長（浅田 郁雄君） どうでしょう。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） そういうわけで、前回も本審査会の目的との牽連性を明らかにしてく

ださいということをお願いしておりますので、その回答を聞かないと判断はできないということは、

西本委員のおっしゃるとおりだというふうに思います。 

○委員長（浅田 郁雄君） 尾﨑委員はどう思われますか。 

尾﨑委員。 

○委員（尾﨑 里美君） 私は、再三申し上げてるとおりに、そのフロー図に関しては議論する価値

はないと思ってますので、そのフロー図が正式に撤回されている限りは、一番最初にそのものが出

てたということを言われてますけども、撤回された以上は議論する必要はないと思ってます。 

○委員長（浅田 郁雄君） それぞれ議論されてるんですけれども、委員長としましては、関さんが

おればいいんですけども、ちょっといないというのが僕は一番ネックなので。やはり、関さんの意

見というか、これが少数意見なのか分かりませんけれども、思いというのがあると思うので、僕自

身は、これはこれで関さんがちゃんとおられるところで、皆さんとともに議論して出していきたい

なという気はあります。これは、あくまで委員長としてですけれどもね。 

皆さんどうでしょう。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） それはもうおっしゃるとおりだと思います。 

審査会の評価を今日する予定だったんですけれども、討議を経ずにそれをすることはできません。

討議は委員さんがいらっしゃらないとできないことですので、日を改めて討議を行って、この認定

した事実についての評価を行い、最終的に結論を出すということにせざるを得ないかなというふう

に思います。 

ただ、今、会議についての事実の確認まで来てますので、あと、対象議員の行為についての事実

の確認も残っておりますので、今日できるところは進めていくべきかなというふうに思います 

○委員長（浅田 郁雄君） どうでしょう。 

この件については、関さんが出席されてる中でということでよろしいですか。 

よろしいですか。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） ではそういうことで、この件につきましては、関さんが出席をした中で

ということで協議をしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

次に行きます。 

対象議員と、さっき副委員長のほうから言葉が出たんですが、対象議員の行為について。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 読み上げます。 

これはそんなに多くはないんですが、対象議員の行為について確認が取れた事項として、会議に

同席したが、一言の発言もなかった。会議への同席を、圧力・介入と感じた関係者はいない。会議

に際しての指示・助言等はない。いずれも会議録からでございます。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 対象議員の行為についてですが、この３つについて意見・質問等があり

ましたらよろしくお願いします。 

西本委員。 

○委員（西本 英輔君） この３点、特に、今回の聞き取り等々で確かに発言されたという意味合い

では事実だと思うんですけども、私この真ん中の、前回もちょっと発言したと思うんですけども、

この無言の圧力云々というのを感じたか感じないかというのは、その者の主観なので、介入に関し

ては客観的に分かる部分でもあると思いますし、発言していたら圧力、態度だったら圧力の点もあ

るでしょうけども。圧力と感じた云々というのは事実として入れるのかなどうなのかという、あく

までも無言のという意味合いですけどね。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 私は重要な部分だと思います。 

今おっしゃいましたように、無言の圧力という議論、既に出ております。そこにいることだけで

圧力がかかるんだという主張もされております。 

要するに、不作為の作為ですね。不作為の結果的作為ということになりますので、それを証明す

るのも、それから否定するのもどちらにしても難しい話です。 

相手方のこの主観というのが、その行為ですね、出席するという行為の向けられる相手方の主観

というのは、そういう難しい判断の中で重要な要素になるというふうに思います。相手方が特に何

も意識がなかったとかいうことであるか、あるいは、非常に脅威に感じたという状況とは、やはり

評価が違ってくるというふうに思いますので、重要なファクターだというふうに思います。 

○委員長（浅田 郁雄君） ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 倫理条例が言っています、この禁止行為、議員が特定の業者を推薦し

たり、紹介したり、介入しないこと。この介入というのは、今言いました特定の業者の契約プロセ
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スに、当事者以外の者が入り込んで干渉すると、そういうことだろうと思います。いわゆる、他人

のことに口出しするということですよね。 

先ほども西本委員が言われましたとおり、口出していれば分かるんですけれども、黙ってる。表

面上、口出しがない状況で、介入があったか、干渉したのかというのは、大変難しい問題だと思う

んですけれども、そこを客観的に評価ができるようにあえて言うとすれば、そのことでその特定業

者が有利な状況になったり、あるいは不利な状況になったりするという事実関係なり状況があるの

かどうか、そういう判断をすればいいかなというふうに思います。それが事実認定ということにな

るかなというふうに考えます。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） ほかにございますか。 

圧力があったかどうかというのはちょっと。 

嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） これも聞き取りした事実がここに書いてあるんだと思いますが。当局に、

そういった事実がありますかということで、「圧力や介入、圧力を感じたことはありません」とい

うような答弁、これも事実ですから。だから、それを上げてるということで僕は理解しております

ので。特に何もありません。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） おっしゃるとおりです。今日のところは、前のモニターでは事実を掲

示させてもらってます。聞き取りから得られた事実ですね。それを真実と言ったら変ですけれども

ね。委員会としてそれが事実と認定するかどうかは、今度討議の中で決定していただく。その仕事

を今日はやりたかったわけなんですけれども。そういうわけですので、この審査の目的というのは、

一つは、12月８日に行われた会議の内容を特定すると。どういう会議だったのかということですね。

これら得られた事実から、どういう会議だったかを判断するということです。最終的には、それが

契約なのかどうなのかというところにつながっていくんだろうと思いますけれども。特定の契約か

どうかをいうためには、その事実を確認しておかないといけないので、その内容を特定するという

こと。 

それからもう一つは、介入行為の有無が問題にありますので、この会議に同席、傍聴したことが

どういう意味があるのか。どういう効果を持つのかということを、得られている事実から合理的に

断定していくということです。これはその場に我々はいませんので、今言いましたように、合理的

なストーリーの中で断定するということになりまして、これは仕方ないところですね。 

それら２つの材料をもって、最終的に３条１項３号に該当するかどうかを判断するという作業が

残るということになります。 

○委員長（浅田 郁雄君） そのほかに何かありますか。 

ないようでしたら、次に、審査会の評価について。これはちょっと今出てる部分のところになる

ので、ちょっと今日はやめときましょうか。 
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嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） これ振り返りというか、事実というか、内容を確認していったんですけど、

先ほど、委員長がおっしゃったように、今日、関委員が欠席ですよね。そういった中で、我々は確

認していって、今度、関委員が出られたときは、もうこれはもうこの委員会でもう確認したよと

なってしまうんですよね。改めてまた同じことを繰り返しして確認されるんですか。そういうこと

であれば、今日もう関委員が欠席なのでということで、もう会議は進まないようであれば、改めて

また同じことを繰り返されるんであれば、今日の審査会はどうなんかなというちょっと思っておる

んですけどね。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 関さんが今日欠席してるというのが、ちょっとネックなのではあるんで

すけれども。これまでの流れ、議事録等もまた関さんも見られるかもしれませんので、それで改め

て、関さんへもこういう流れでしたよというようなことは、僕のほうからでもちょっと言いたいと

は思いますけれども。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 多数決で評決をしてしまうというのは、理屈の上では可能なんです。

ですよね。会議は成立しておりますし、単に表決の要件ということであれば、多数決で物事を決め

ていくということも可能は可能だと思うんですけれども。この審査会自体の判断が公正であったり、

公平であったりということを市民の皆さんにきちんと分かってもらうためには、やっぱり今日はや

りましたけども、その倫理規範であったり、それから問題になってる行為であったり、状況であっ

たりというのをやっぱり討議をして深く掘り下げておかないといけないと。そういう意見交換に基

づいた、さらにその先の討議を経ない限り、やっぱりその結論に説得力が得られない。 

だから、基本的には、討議によって全会一致を目指すべきなんです。全員の理解が一致したとい

うところで結論を出すことを目指さないといけない。だから、討議をきちんとやらないといけない。

ただ、結論は出さなきゃいけないんで、最終的には多数決ということもあり得ますけれども、やは

りその前段の討議をしっかりやったかどうかが、その多数決をしたことの説得力になってくるとい

うことなんで。そこはやっぱりしないといけないと。 

ですから、今日議論したのは決して無駄ではないんですけれども、この内容はやはりその知る機

会と意見を言う機会は、欠席された委員さんに保障しないといけないだろうなということは思いま

す。 

なので、二重になるかも分かりませんけれども、今、委員長がおっしゃいましたとおり、これは

どうなんだろうな。でも、委員会以外のところでの情報提供というのもあれですから、少しちょっ

と時間はダブリますけれども、やっぱりもう一回そろったところでやらないと仕方ないかなと。そ

うしないと、会議の公正が担保できないかなというふうに考えます。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 嵯峨山委員、どうですか。 
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よろしいですか。 

納得されましたか。 

○委員（嵯峨山 博君） 納得はしてるんですけど。要は、今、副委員長がおっしゃったように、今

日、関委員が欠席されてる中で、やっぱり公平にフロー図の件なり何なりという意見もあるでしょ

うから、これの確認もしていく中で意見もあるでしょうから、だからここの中で確認したとはいえ、

関委員も改めてやらなければならないんであれば、今日、我々だけで議論しても仕方がないという

か、そういうふうなことを感じたんでちょっと言わせていただいたんですけど。 

○委員長（浅田 郁雄君） 分かりました。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） それぞれの部分において、倫理条例についての理解、それから随意契

約の仕組み、それから財務規則に基づいた随意契約の売り買い、それから、学校給食センター条例

の施行規則に基づいた給食センターの行っている調達の流れ、それから、会議がどんな会議であっ

たかの状況、それから、同席された議員さんの態度、そういうものについて、今まで得られた情報、

必要だと思われる部分に集約してですけれども、皆さんで共有して、漏れがないか、意見がないか

ということを今日ずっと委員長に確認をしていただいてきてますので。これに今のところ、現状、

付加したり削ったりする必要性がないということであれば、この状態でもって、次回、委員がそ

ろった段階で協議を継続していくということでよろしいか。 

○委員長（浅田 郁雄君） よろしいですか。 

尾﨑委員、よろしいですか。 

○委員長（浅田 郁雄君） 関委員が欠席されてるというのが一番ネックなんですけれども、公平な

立場ということで、おられるときに皆さんで協議、意見、質問をよう出していただくということで

したいと思います。異議はないですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） 異議なしと認めます。 

３点目、審査会の評価については、今日はもう取り下げおきます。よろしいですか、副委員長。 

ちょっと進むのにも進めないので。 

ここでちょっと暫時休憩をします。再開は10時45分といたします。 

午前 10時 29分休憩 

─────────────────────────────── 

午前 10時 44分再開 

○委員長（浅田 郁雄君） 休憩前に引き続き審査会を再開します。 

本日の取りまとめについて、それぞれ意見交換をしたいと思います。 

何かございましたら。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 途中、要所要所で委員長のほうから確認をしてきていただいてまして、
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途中途中では御意見は多くはありませんでした。本日は討議にもなりようはない状況ですので、恐

らくそのような意見もないかと思われますが、皆さんいま一度御確認をお願いします。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長からその都度確認を取っておりますので、改めての意見という

のはないかと思いますが。いや、ありますという方がおられれば挙手をお願いします。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） 異議なしということでよろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） それでは、本日の審査はこれで終了しました。 

次に、そのほかとして何かありませんか。 

尾﨑委員。 

○委員（尾﨑 里美君） 今日は１人の議員さんが欠席したことにより、審議が進まなかったという

ことがありました。そこでお願いなんですけども、次回から、全員議員の出席について聞いていた

だいて、１人でも欠席があれば連絡をいただいて、会議を開かないようにしていただけたらと思い

ます。 

○委員長（浅田 郁雄君） 今、尾﨑委員のほうから、会議をする場合に、１人でも欠けると会議が

進まなくなる。次回からは欠席がないように、前もって１人でも欠ける場合は会議をしないという

意見が出ましたですけども、それについて皆さん御意見があったら言ってください。 

嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） 本来であれば、欠席されてでも会議としてはやっぱり成立して、進めるべ

きことはやっぱり進めていく、本来はそういう形であろうというふうに思います。ただ、もう今日

そういう判断でこの審査会がこれで終わるということになりましたので、まあ、皆さん欠席しない

ように、次回は会議が終わるようなことにしていただきたいと思います。 

ついでに言わせていただきますけど、次回開催するときに、例えば私が体調不良で欠席しても、

もう会議は進めていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） ほかに意見はありますか。 

出席委員というのは別に関係ないんかな。６人中１人欠席。まあ半分ぐらい欠席してもとかいう、

それもないですね。 

次回からは、１人でも欠けても会議を成立させるという形にしてほしいと、嵯峨山委員から今申

し出があったんですけれども、皆さんそれについて。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 先ほどちょっと述べさせてもらったんですけれども、できるだけ、審

査会として全会一致の結論を目指す努力をする必要があるというふうには思いますので、今回、延

会のような形にさせていただきましたが、一方で、一定期間内に報告を求められてもおります。で

すので、会議の運営上、必要であれば他の方法も考えながら結論を得られる協議を行わないといけ
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ないと思いますので、その辺、委員長、副委員長で協議しながら、会議の設定を諮っていきたいと

思いますので、御協力をお願いします。 

○委員長（浅田 郁雄君） 私が休んでも、会議は進めていくという形にさせていただきたいなと思

うんですけど、それでよろしいですかね。 

よろしいですか。１人欠けても会議は、３人欠けても成立するのは成立するので、会議はもう１

人休んでも進めていくという形でお願いしたいと思います。 

御異議ございませんか。異議のある方、挙手をお願いします。 

嵯峨山委員はあくまで。はい。 

○委員（嵯峨山 博君） 表明するタイミングがないのでずっとあれやったんですけど、私は、事実

確認として契約の場ではなかった、それから、議員の介入はなかったという判断をもうしておりま

すので、ですので、欠席してももうそちらの方向で、そちらの方向といいますかね、進めていただ

ければというふうに思って発言をさせていただいたということです。 

○委員長（浅田 郁雄君） そうですか。それを聞いてなかったな。 

尾﨑委員。 

○委員（尾﨑 里美君） でも、この議員さんだから進めない、この議員さんだから進めるというの

は非常におかしいと思うんです。やっぱりそこは統一していただきたいと思います。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 確かに、今日冒頭で前回の振り返りをしたときに申し上げましたとお

り、ほぼ前回意見交換はされておりまして、それぞれの委員さん意見をおっしゃっております。た

だ、何度も申しますけれども、やはり審査会の判断に公平、客観、そして説得力を持たせようと

思ったら、意見交換で評決というわけにはいかなくて、やはりそこで討議をしないと。討議をして

やっぱりお互いの意見を理解し合って、結論を導くという作業は、絶対に必要な作業です。 

今回、冒頭、その作業にかかる最初の日に欠席者が出たということで、一旦、延会は致し方ない

んじゃないかということなんですけど、次以降、先ほど言いました期日の関係もございますので、

それから、意見表明はしていただいてます。討議をする機会が失われることも避けたいとは思いま

すけれども、事情によってはやむを得ないという、その辺の比較考慮はしていかないかんと思いま

す。 

ですので、今おっしゃいました、人によって取扱いを区別するということはしませんけれども、

たまたまこの人のときになっちゃうということはあり得るかもしれませんけれども、それは全体の

客観的な進行上の結果であって、委員長、副委員長ともに、そういう恣意的な判断はいたしません

ので御了解いただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 尾﨑委員。 

○委員（尾﨑 里美君） 今回、会議が延会になってしまったと。もし、次同じことがあって、やっ

ぱり一度認めてしまったら、それは崩せなくなるんじゃないかとも思います。 
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○委員長（浅田 郁雄君） そのためにも、できたら全員出席というのがベターだと思いますので、

これ、その人によってそれぞれ体調のよし悪しというのはそれぞれあるんで、いつ私だって入院す

るかも分かりませんから、やはりそれはそれでもう認めていっていかないといけないと思いますが、

できるだけ体調を崩さないようにして全員出席して、それぞれ意見また討論していただくという形

にしていただきたいと思います。それでどうでしょう。よろしいでしょうか。 

もうその本人しか体調は分かりませんのでね。 

尾﨑委員。 

○委員（尾﨑 里美君） 決して、体調が悪くて休んだことを言ってるわけじゃないんです。やっぱ

り、会議の進め方・在り方に対して、少し問題があるんじゃないかと思ったんで発言させてもらっ

てます。 

○委員長（浅田 郁雄君） 西本委員。 

○委員（西本 英輔君） １人欠席したから開かないとかは確かにおかしいと思います。当然、過半

数いたら開会すべきものだと思いますので。ただ、今回に関しましては、委員会の中で、関委員の

考え方というものをもっとちゃんと知ったほうがよいという判断をこの会議体の中、この審査会の

中で決定づけたのかなと。今回の今日に関してはと私は理解してるので。次回おられないから云々

ということはまた別問題なのかなと。だから開くこと自体は当たり前かなとは思うんですけどね。 

○委員長（浅田 郁雄君） どうでしょう、ほかに。 

この問題は、やはり人それぞれですので。いつ自分がそういう目に遭うか分かりませんから、体

調不良というのは。 

尾﨑委員。 

○委員（尾﨑 里美君） 先ほども言いましたが、体調不良で休むのが悪いとは決してそういうこと

を私は言ってるんじゃないんです。会議の進め方・在り方として問題があるんじゃないですかとい

いうことを言ってるだけで、決して休んだ体調不良が悪いということを言ってるわけではないので、

そこは誤解しないようにお願いしたいです。 

○委員長（浅田 郁雄君） どうでしょう。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 今回のような不都合が起きないように会議の設定に努力いたしますの

で、御協力お願いいたします。 

以上です。 

○委員長（浅田 郁雄君） 尾﨑委員、よろしいですか。 

できるだけ体調を万全にしていただいて出席していただきますように、よろしくお願いいたしま

す。 

じゃ、この件についてはよろしいですか。 

嵯峨山委員。 

○委員（嵯峨山 博君） 尾崎委員がおっしゃったように、欠席理由というのは体調不良しかないん
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ですけれども、要は判断を求められたときに、この場におられなかったら会議として成立しない場

合もありますよね。だからその辺がどうかなというふうに思ってるんですよ私も。だから確かに議

論することも必要であるんですけども、これまでも議論はしてきてる、関委員は前回12月いろんな

理由を述べられてね、12月の措置というのは適当であったというふうに述べられておるので、それ

が結論かなというふうに私は思っておるんですよ。考えが改まったかもしれないということかもし

れませんけども、そこはもう欠席されてるんでどうかというのは分かりませんけども。それなりに

やっぱり進めていかないと、気を使ってばっかりやってると、副委員長がおっしゃったように期限

が迫ってきて、要は延びていく一方でというのもありますのでちょっと懸念はしております。ちな

みに、委員長のほうに欠席という情報が入ったのも、もう直前でしたもんね。 

○委員長（浅田 郁雄君） そうですね。 

○委員（嵯峨山 博君） ですので、そこで来て、開くか開かないかというようなところの判断だっ

たのかなとは思いますけど。 

○委員長（浅田 郁雄君） 副委員長は、全員そろってそれぞれ討論していただきたいというのは、

願いであったように思います。１人欠席しても会議としてはそのまま進めていくべきではないかな

というような意見もあります。 

これ審査会とは全然ちょっと離れたような感じになってきてるんですけれども。できるだけ、も

うこれは分からないんで、できるだけ全員出席で質疑・討論していただけるような形を御協力をお

願いするとしかもう申し上げようがないんで、その点をよろしくお願いいたします。 

この件については以上でよろしいですか。 

ほかに何かございますか。これ以外のことで。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（浅田 郁雄君） ないようでしたら、本日の審査は終了しました。 

先ほども言いましたように、次のその他として何かありませんかと言っても質疑がないので、次

回の日程についてお諮りしたいんですが、この日程が、期限も決まっているわけでございますし、

日程がなかなか決められない。 

事務局どうですかね。 

副委員長。 

○副委員長（藤原 正伸君） 延会の理由が、委員さんの体調不良による欠席ということでございま

す。その体調の回復も確認しつつの調整になると思います。あるいは、先ほど来、意見が出てます

とおり、会議としては５人で続けられないこともないという御意見もございます。その辺の判断は、

他の会議の日程を見ながら、委員長、副委員長、そして事務局で確認をさせていただいて、申し訳

ないですけれども、今、開会中でございますので、イレギュラーな会議設定になることと思います

けれども、御協力をいただいて御参集いただきますようにお願いをして、本日のところはこの日と

いうのには決められないところについて御理解をいただきたいというふうに思いますが、いかがで

しょうか。 
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○委員長（浅田 郁雄君） 今、副委員長から、体調不良のこともあるんでございますが、会期中で

ございますので、次回の日にちを決めることがなかなか難しいということですので、委員長、副委

員長、事務局と話し合いをしまして、次回の日にちを決定したい、また決定すればそれぞれ委員さ

んに報告をしてオーケーをいただくような形でしたいと思いますということですが、皆さんいかが

ですか。よろしいですか。 

尾﨑委員、よろしいですか。 

では、すみませんけど、正副委員長もしくは事務局のほうで時間設定をまたしたいと思いますの

で、その点をよろしくお願いを申し上げます。 

以上で、本日の日程は終了しました。 

これをもって、朝来市議会政治倫理審査会を閉会します。 

御苦労さまでございました。 

午前11時04分閉会 

─────────────────────────────── 

 

 


